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平成２８年度当初予算編成方針について（依命通達）

平成２８年度の当初予算を編成するに当たり、命により、別紙のとおり「平

成２８年度当初予算編成方針」を定めましたので、山県市予算の編成及び

執行に関する規則（平成１５年山県市規則第３６号）第３条に基づき、通

知します。
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平成２８年度当初予算編成方針

【予算編成に当たっての財政的背景】

１．地域経済の情勢

本年７月29日に国が公表した「岐阜県内経済情勢」においては、「岐阜県内

経済は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復しつつある」とされてい

ます。また、本年９月11日に国が公表した「法人企業景気予測調査（平成27

年7～9月期調査）」においては、「東海地方の概要」「岐阜県の概要」ともに、

「全産業の現状判断は「上昇」超となっており、平成27年10～12月期は「上

昇」超幅が拡大する見通し」とされています。

なお、本年８月の県内の有効求人倍率は、４か月連続1.5倍台となっており、

全国第５位となっています。ちなみに、岐阜管内は1.76倍（前年同期は1.51

倍）となっており、本市の求人数（パート除く常用）87人に対し求職者数は

48人で、新規求人倍率は1.81倍ともなっています。

以上のように、総じて地域内のマクロ経済は「好況」と考えられる中にあり、

市役所がインキュベーター機能（起業に関する支援等）の発揮を目指す企業支

援等に当たっては、労働者確保への配慮が必要とも考えられます。

２．平成28年度概算要求等（国）の状況

「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（平成27

年7月24日閣議了解）」においては、前年度同様、諸課題についての「新しい

日本のための優先課題推進枠」（要望基礎額の3割以内）が設けられ、「地方創

生の深化のための新型交付金の創設等について（平成27年8月4日まち・ひと

・しごと創生本部決定）」により、1,000億円超（事業費で2,000億円超）の

新型交付金、総合戦略等を踏まえた個別政策として7,000億円超の要求・要

望されているほか、地方財政計画においても「まち・ひと・しごと創生事業費」

1兆円の計上が見込まれています。
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他方、「平成28年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成

27年6月30日閣議決定）で示された「経済・財政再生計画※」の初年度の予

算であり、手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む」とされている中、

概算要求・要望額は、過去最大の102兆円超となっています。

なお、本年9月24日の首相記者会見においては、「希望を生み出す強い経済」

「夢を紡ぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」という新たな「3本の矢」

の政策により、全ての人が活躍できる「1億総活躍社会」を目指すと表明して

おり、国庫財源の活用を図る上で、今後の国家予算原案の動向（環太平洋パー

トナーシップ協定［ＴＰＰ協定］等含む。）を見守っていく必要があります。

※ 計画期間は2016～2018年度、2016～2018年度は「集中改革期間」

３．本市の財政状況

本市においては、平成26年度決算で実質公債費比率が18％を切ったことか

ら、6年ぶりに起債許可団体を脱することとなりました。しかしながら、同年

度決算では、実質単年度収支が大幅な赤字に転じた（平成25年度が2億円強

の黒字に対し平成26年度は約7億円弱の赤字）等により、実質的な財源不足

に伴う補填として、8年ぶりに基金繰入れ（3.5億円）をしたところです。な

お、実質単年度収支は「決算剰余金処分による財政調整基金への編入額」が加

味されないものの、これを加味した場合の収支増減も同様となります。

また、平成26年度からは、普通交付税（本市の最大収入科目）の合併算定

替による加算額が減少し始め、5年間をかけて年10億円余りの減少が予想さ

れ得る状況にあり、合併自治体の算定に関しては５年程度で見直しがされるこ

とにはなっているものの、本市の減少幅の縮減はあまり期待できない状態にも

あり、経常的な一般財源の縮小が避けられない状況にもあります。

こうした中で、平成26年度決算に係る監査委員の意見書においては、「現下

の地方創生社会においては、今なすべき施策については積極的に推進する戦略

性も必要であることから、メリハリの利いた財政運営が必要である」とされて

いるように、経常的経費の節減と予算の重点化が必要となっています。
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【予算編成に当たってのポイント】

１．平成28年度のポイント

平成28年度は、間もなく策定予定の「山県市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」及び「市第2次総合計画」等の2年目となります。また、国民健康保険

の県域化、公共施設等総合管理計画や地方公会計の過渡期であります。中でも

本市の人口ビジョンを見据えた総合戦略に関しては、そこへ規定する具体的な

事業を本格的に推進する段階の年度として、とても重要な年度となります。

また、平成26年度は「本市の都市計画元年」、平成27年度は「総合計画元

年」とするなら、平成28年度は「地方創生元年」とも言えます。本市の地方

創生を深化させるためにも、事業者を含む市民に理解され、市民・事業者等が

一体となった「活力ある地域づくりを目指していくための戦略的な予算編成」

を目指す必要があります。

そのためにも、縦割りの事業や取組等を超えた、新たな「枠組み」づくり・

新たな「担い手」づくり・新たな「圏域」づくり※が重要と言われるように、

本市への愛着度・認知度・人気度向上を目指す「山県まるごと戦略」によって、

地域ブランド力を向上させ、移住人口の増加と転出者抑制の政策等について、

セクションを超越して戦略的に推進していく必要があります。

※ 「まち・ひと・しごと創生基本方針検討チーム報告書（平成27年6月12日）」におけ

る、新たな「枠組み」づくり（官民協働と地域連携）や新たな「担い手」づくり（地

方創生の事業推進主体の形成や専門人材の確保・育成）、生活経済実態に即した新た

な「圏域」づくり（「広域圏域」から「集落生活圏」まで）

２．予算編成の基本的視点

① 予算全般に関すること。

ア） 高齢者・女性の活躍等を視野に入れた新しい発想に基づく「地方創生推

進の視点」により、全職員が「地方創生推進担当者」との認識の下、監査

委員からの指摘を始め、議会からの提案、事業仕分けの結果や普段市民か

ら寄せられている意見等も踏まえて、より良い地域づくりに職員の英知を

結集した予算編成を目指すこととします。
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イ） 中長期的に取り組むべき課題※１に対応すべき予算措置については、時機

を逸することのないよう、積極的な予算編成を目指します。他方で、「補

完性の原理」に基づいて、行政の責任領域を的確に見極め、官民連携の視

点も踏まえつつ、「真に行政がなすべきこと」を踏まえた大胆な「スクラ

ップ・アンド・ビルド」の視点や「サン・セット」の考え方の下、ＫＰＩ

（Key Performance Indicator：重要業績指標）とＰＤＣＡも意識し、

経常的な事業についても、原点に立ち返って検討するようにします。また、

国の「公共施設等総合管理計画策定指針」を踏まえた「市公共施設見直し

指針」の下、平成29年度までに作成予定の「統一的な基準による財務書

類等」（地方公会計制度）も視野に入れつつ、市の「公共施設等総合管理

計画（平成２７年度策定予定）※２」も踏まえ、公共施設等のあり方につい

ても、原点に立ち返って検討するようにします。

※１「中長期的に取り組むべき課題」とは、「将来的に経常費等を縮減し得るもの」「将

来的に収入の確保が期待されるもの」等に係る「投資的経費」又は「その調査費」

等

※２「公共施設等総合管理計画」とは、過去に建設した公共施設等が更新時期を迎える

一方で、人口減少・少子化等により、その利用需要の変化が見込まれる中、長期的

視点に立って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための計画で、道路・橋

梁等のインフラ施設のほか、公営企業の施設も対象。策定方法は、①公共施設等全

体を対象として、②計画期間は10年以上で、③総人口・年代別人口の見通し、④全

庁的取組体制の構築。情報管理・共有方策、⑤総合的・計画的管理に関する基本的

な考え方等の規定が必要。なお、平成26年度から平成28年度までの間に策定する経

費に対しては、上限なしで１／２の特別交付税措置がされることとなっており、全

市区町村のうち98.4％が平成28年度までに策定予定。

ウ） 予算編成に当たっては、予算に関する「利害関係者」と「非利害関係者」

という双方の視点による「市民目線」の下に、一般市民に分かりやすく、

明確かつ魅力的な予算の編成を目指します。そのため、１つの行政目的を

達成するため創意と工夫を凝らし、従来の手法以外にも複数の手法を検討

した後、最も効果的な成果が得られる手法を検討した上での予算編成を目

指します。なお、消費税率が平成29年4月から10％（地方消費税含む。）

になることにも留意して積算することとします。
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② 歳入予算に関すること。

ア） 国においては、「新しい日本のための優先課題推進枠」や「新型交付金」

のほか、国の総合戦略等を踏まえた個別政策として、様々な要求・要望さ

れていることを踏まえ、本市にとっての有利な国庫補助制度等※の活用につ

いて、セクションを超越したレベルで検討した上での予算編成とします。

※ 観光の地域づくりのマネジメントを担う「日本版ＤＭＯ（Destination Marketing/

Management Organization：観光地域づくり推進法人）」、「生涯活躍のまち」と言わ

れる日本版ＣＣＲＣ（Continuing Care Retirement Community：継続介護付きの現

役引退者地域共同体）、「女性活躍加速のための重点方針2015」（平成27年月6月26日

すべての女性が輝く社会づくり本部決定）、公共施設等総合管理計画に基づいて行う

「公共施設最適化事業債（平成27年度から平成29年度までのの間、充当率90％、後

年度交付税参入率50％、国庫補助対象事業にも充当可）」や「地域活性化事業債（転

用事業）」のほか「除却債」など

イ） 使用料・手数料、分担金・負担金等については、類似施設との均衡調査

や適切な原価計算等により、受益者負担として適正な対価と徴収方法を検

討した上での予算編成となるようにします。また、消費税率の引上げへの

対応（転嫁方式等）も視野に入れた上での予算編成とします。

ウ） 不用財産・物品の利活用は無論のこと、譲渡・売却処分等についても検

討し、雑入等の税以外収入についても、ネーミング・ライツや広告収入な

ど、新たな発想での収入確保を目指した予算編成とします。

③ 歳出予算に関すること。

ア） 合併後の10年間は、新規採用職員を極端に抑制してきました。しかし、

近年は、一定の職員採用を実施してきていること、指定管理者制度の導入

や行政改革による事務の効率化が進展してきていることに鑑み、従来アウ

トソーシングしていたものについても、市が直接執行することについて、

改めて検討した上での予算編成とします。

イ） インフレによる物価上昇も予想されますが、経常経費（「まちづくりビ

ジョン」関係経費を除く。）については、人件費・公債費・国県費を伴う

扶助費・債務負担及び法的根拠がある予算を除き、一般財源ベースで前年

度当初予算額以内となる予算編成とします。
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ウ） 組織全体のスキルアップを目指した組織を検討するとともに、非常勤職

員・日日雇用職員及び再任用職員等の活用も検討し、特に、再任用職員に

ついては、長年培ってきた知識・経験・能力等を最大限に発揮できるよう

な配置を目指した予算編成とします。教育部門においては、市総合教育会

議での意見も踏まえた予算編成とします。

エ） 「山県まちづくり振興券」は、市内での消費を促進しつつ、市内の商工

業の需要の拡大等により、地域活性化を目指そうとする趣旨を踏まえ、新

規対象事業の拡張・存続等を検討した上での予算編成とします。

オ） 歳出予算を積算する上で、関係業者から見積りを徴収する場合は、特別

の場合を除き、必ず複数の業者から見積書を徴収（少額経費を除く。）し、

入札談合を未然に防ぐとともに、適正な市場価格競争が阻害されることの

ないよう、最大限努力を払った上での予算見積りによる予算編成とします。

カ） 負担金補助及び交付金については、監査委員の意見も踏まえ、「負担金」

「補助金」「交付金」の区分を明確にしつつ、それぞれの性質ごとの意義

を再点検した上で、過去の慣例のみにとらわれることなく、公費支出の事

業効果や有益性を再検討した上での予算編成とします。また、各種団体等

への補助金については、関係団体等の意見をよく聞くなどして実情を正確

に把握した上での予算編成とします。特に、補助金受入団体が、更に補助

金・交付金等を交付する場合（孫補助）のあり方については、慣例にとら

われず、改めて検討した上での予算編成とします。

④ 特別会計・企業会計に関すること。

ア） 特別会計及び企業会計については、一般会計に準じつつ、適正な受益者

負担の原則に基づく経費の負担区分と独立採算制（繰出金等）を念頭に、

中長期的な展望の下での収支均衡に努め、安易に一般会計からの繰出しに

依存することのないよう、健全経営の確立に努めた予算編成とします。

イ） 地方財政法（昭和23年法律第109号）第７条第１項等を厳格に遵守す

るに当たり、歳入の「繰越金」の予算計上額等についても検討した、合理

的な予算編成とします。
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ウ） 国民健康保険特別会計においては、持続可能な医療保険制度を構築する

ための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成27年法律第31号）

による改正内容（被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定

等）にも留意の上、最新情報に的確に対応した予算編成とします。

エ） 公共下水道工事については、上水道の仮設管・本管及び下水道管並びに

舗装復旧工事について、一体的発注と分離発注の長短を改めてよく検討し

た上での予算編成とします。工事に関しては、事前に長期的な視点の下で、

関係部署と十分協議した上での予算編成とします。

オ） 企業会計については、昭和41年以来、約半世紀ぶりに会計制度の大改

正が行われ、特に平成２６年度からは大きく変更になったことを踏まえ、

中長期的な視点により改めて精査した上での予算編成とします。

３．平成２８年度の重点的事項

平成28年度の当初予算編成をする上では、次のような考え方の下、「健康寿

命の延伸」「包括的な子育て支援」「戦略的なまちづくり」の３つの視点を重点

的事項として、予算編成することとします。

［健康寿命の延伸］
「日本再興戦略改訂2015－未来への投資・生産性革命－（平成27年6月30日閣

議決定）」の「中短期工程表」においても、2020年までに国民の健康寿命を1歳以

上延伸するＫＰＩが規定されていますが、「健康寿命の延伸」を目指す上で、まず、

生きていく上で基本となる「食育」や病気の早期発見等のための「健診」は重要で

す。しかし、ＷＨＯ（世界保健機構）は、1946年に「健康とは単に病気でない、

虚弱でないというのみならず、身体的、精神的そして社会的に完全に良好な状態を

指す」と提唱しています。

我が国では、毎年5万人の人が「運動不足」が原因でなくなっているとも言われ

ています。運動器の障がいのために自立度が低下し、介護が必要となる危険性の高

い状態「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」の予防も必要です。

また、住民生活スタイルの多様化に伴う地域保健へのニーズの多様化に行政だ

けでの対応は困難であり、ソーシャル・キャピタル（地域に根ざした住民同士の相

互信頼、相互扶助などの社会規範、住民組織等のネットワークといった社会資本等）

を高めることも重要視されてきています。

上記に記載した例のように、健康寿命の延伸を目指すことは、「健診」「栄養」

といった特定部局の施策に留まらず、「運動促進」「住民団体支援」「教育」のほか、

居住アメニティの向上等も視野に入れた施策も必要と考えることができますので、

全部局において検討すべきテーマとの認識が必要です。



- 8 -

［包括的な子育て支援］

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）の政策パ

ッケージに、地域の包括的な支援センター（日本版ネウボラ）に関する規定があり

ます。これは、学力が高く、教育・福祉の満足度が高く、幸福度ランキングも上位

のフィンランドには「ネウボラ（アドバイスを受けられる場所、Neuvola; Mater

nity and child health clinics）」というものがあり、これを参考にしようとする

考え方です。

既に国内でも100を超える自治体がこうした考え方の下に取り組んでいますが、

こうした全ての家庭と子どもに「切れ目のない支援」をしようとする「子育て世代

包括支援センター（日本版ネウボラ）」という考え方は、「子育て支援日本一」を目

指そうとするとする本市においても無視できない考え方です。

これは、健診・保健指導・予防接種等のほか、子育てに関する相談、必要に応じ

て他の支援機関との連携を行う、ワンストップの母子支援地域拠点を目指そうとす

るものです。そして、妊娠・出産・子育ての包括的相談支援、子ども・子育て支援

を一体的に行うために、妊娠から子育てにおける様々な助言・支援等のサービスを

提供できるよう、保健師・ソーシャルワーカー・心理士等も配置し、親子をサポー

トしていく体制づくりの検討も必要となります。

しかし、「子育て支援日本一」を目指すことは、「保健」「福祉」といった特定部

局の施策に留まらず、「教育」「多様な生活支援」等も視野に入れた施策も必要と考

えることができますので、全部局において検討すべきテーマとの認識が必要です。

［戦略的なまちづくり］

我が国は、右肩上がりの経済成長から成熟社会への移行とともに、厳しい「人口

減少」のフェーズを迎えることになりました。特に、東京一極集中と地方からの人

口流出や少子高齢化の著しい進展等を踏まえ、国は、平成26年11月に「まち・ひ

と・しごと創生法」を制定しました。また、日本の人口の将来展望を示す「まち・

ひと・しごと創生長期ビジョン」、今後のまちの運営の旗印ともなる目標や施策の

基本的方向、具体的施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し

ました。

無論、本市も例外ではなく、2060年を見据えた「山県市人口ビジョン（案）」

においては、特に、本市の合計特殊出生率の低さや若年層の転出超過などは大きな

課題として捉えています。こうしたことを踏まえ、計画期間を5年間とする「山県

市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」については、本年10月末の策定を目指

しているところです。

高富IC（仮称）は平成31年度の供用開始、平成32年度には東海環状自動車道西

回りルートの全線開通が目指されており、同戦略案の計画期間5年間は、開通等ま

での期間と重なってもいます。そうしたことを踏まえ、厳しい環境下にあっても持

続的に発展を遂げるため、市民をはじめ、議会、産業界、教育・金融機関、行政等

が共通認識を持ち、全市一体となり、長期的視点と短期的視点の複眼思考の下に、
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戦略的な施策の推進が必要です。

こうした戦略的なまちづくりをしていくためには、「建設」「都市計画」といった

基盤整備等の特定部局の施策に留まらず、本市の資源（自然・文化資産等含む。）

を最大限活用することが必要であり、「教育」「多様な生活支援」等も視野に入れた

施策も必要と考えることができますので、全部局において検討すべきテーマとの認

識が必要です。

以上のことを踏まえ、限られた財源を最大限有効に活用し、住民福祉の向上に

つながるよう「予算編成留意事項」により、全職員が一丸となって英知を結集し、

予算編成作業に当たることとします。
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予 算 編 成 留 意 事 項

１ 予算全般に関する事項

基本的には「聖域を設けない」ことを原則とし、公共施設等のあり方を含め、大胆

な「スクラップ・アンド・ビルド」の視点の下で、新しい発想に基づく「地方創生推

進の視点」によるメリハリの効いた予算編成を目指してください。

2 歳入に関する事項

各科目を通じて過大な見積は避け歳入欠陥を招かないよう留意すると同時に、計上

漏れや過小計上となることのないよう適正な金額を予算計上するようにしてください。

(1) 住民税等は現下の経済情勢を勘案し、国・県の動向（Ｈ28改正及びＨ27以前改正

の平年度化影響分等）に最新の注意を払って収入見込額を予算計上するとともに、税

負担の公平化、徴収率の向上に努めてください。

(2) 国・県支出金については、国県等の施策を「本市で活用できないかという視点」と

「本市の施策に対する国県等の補助制度はないかという着眼点」により、セクション

を超越して他団体の特定財源を「したたかに確保する」という理念による予算編成を

目指してください。なお、制度変更が予想されるものについては、要求段階での制度

で積算し、随時訂正補完するようにしてください。

(3) 使用料・手数料、分担金・負担金等については、負担の公平化等を視点として、類

似施設との均衡調査や適切な原価計算等による適正な対価を検討した上での金額にす

るようにしてください。

(4) 不用財産・物品の利活用は無論のこと、売却処分等についても検討し、必要に応じ

て適正な金額を予算計上するようにしてください。

(５) 雑入等の税外収入については、ネーミングライツや広告収入等のほか、新たな発想

での収入確保を目指してください。

(６) 税・税外収入を問わず、市債権については徴収対策室とも連携し、不納欠損せざる

を得なくならないように検討するとともに、更なる収納率向上に努めるようにしてく

ださい。

(７) 地方交付税については、合併算定替による加算額の減額分について、最新の動向に

細心の注意を払って予算計上してください。なお、普通交付税と特別交付税の比率は、

平成28年度は95：5（平成27年度は94：6）となる見込みです。
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３ 歳出に関する事項

平成28年度においては、物価上昇等による経常経費の増加も予想されます。しかし、

経常経費（「まちづくりビジョン」に関する経費を除く。）にあっては、人件費・公債

費・国県費を伴う扶助費・債務負担関係費及び法的根拠ある予算以外は、原則として、

事業ごとに前年度当初予算額と同額以内（一般財源ベース）となるようにしてくださ

い。なお、予算積算のため関係業者から見積り書等を徴収する場合は、入札に付さな

いような特別の事例を除き、必ず複数の業者から見積書を徴収するなどして、入札談

合を未然に防ぐとともに、適正な市場価格競争が阻害されることのないよう最大限の

努力を払うようにしてください。

(1) 人件費については、組織全体のスキルアップを目指した組織を検討するとともに、

非常勤職員・日日雇用職員及び再任用職員等の活用も検討してください。

① 特別職については、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（平成15年山県市条例第37号）による単価等に基づく金額を予算計上してくだ

さい。なお、前年度に引き続き「報償費」として予算計上しようとするものにつ

いては、本来は同条例に規定して「報酬」として予算計上すべきものでないかど

うか、改めて点検の上、予算計上するようにしてください。

② 常勤一般職の人件費ついては、総務課において一括積算し、定員適正化計画に基

づく適正な金額で、相応の科目に予算計上してください（補助対象分を除く。）。

なお、企業会計分等については、その所管課が総務課の指示のもとに積算して予

算計上してください。

③ 時間外手当等については、休日出勤などの時間外勤務を基本的には振替えで対応

するなど、その縮減と適正化を徹底し、一般枠分については前年度と同じ方式に

より、総務課にて予算計上してください。なお、補助事業等により事業費支弁が

認められるものについては、そうした制度の有効活用に努めて事業所管課により

予算計上してください。この場合、総務課の予算計上分と重複する分については、

企画財政課が総務課と協議の上、最終段階で調整することとします。

(2) 賃金については、原則として、現行制度の支給単価（人員確保が困難な職種等につ

いては事前に総務課と要協議）により、必要な日数・時間等によって積算した金額を

予算計上してください。職員が減少する補てん措置の分として臨時の事務職員を確保

する必要がある場合には、総務課において、必要最小限の人員にて一括予算計上する

ようにしてください。ただし、施設又は特定事業における賃金等については、施設等

所管課が総務課と協議した上で予算計上してください。
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(3) 報償費については、記念品等の配布で効果が薄いものについては、廃止・縮小する

方向で改めて検討してください。

(4) 旅費については、職員育成とスキルアップに配慮して予算計上してください。附属

機関等の研修に係る特別旅費については、研修効果を十分考慮の上、適正な研修計画

により予算計上してください。特定部局のみに特化しない一般的研修旅費については、

総務課にて一括予算計上し、個別業務に係る研修旅費は関係課が目的ごとの科目に予

算計上するようにしてください。

(5) 需用費については、更なる創意工夫により経費節減に努めてください。

① 消耗品費については、在庫等の状況をよく調査し、有効活用を図る考え方の下に

予算計上するようにしてください。また、汎用性のある消耗品については、総務課

にて一括予算計上することとし、教育委員会関連の予算を除き、事業課においては

予算計上（補助事業に係る分等を除く。）しないようにしてください。この場合、

補助事業等に係る分等として、併合支出による執行を想定しているもの（光熱水費

・郵便料金・複写機使用料等を含む。）については、企画財政課が総務課と協議の

上、最終段階で調整しますので、補助事業課が事前に総務課と協議する必要はあり

ません。

② 燃料・光熱水費等については、他施設とのバランスについてもよく調査分析し、

割引制度等もよく調査した上で、実績等を基に予算計上するようにしてください。

また、新規空調設置等についても、必要性とコスト等を検討しておいてください。

③ 印刷製本費については、ホームページの活用など、一層のペーパーレス化の推進、

在庫印刷物の有効活用等を充分検討した上で、予算計上するようにしてください。

また、毎月発行の広報紙の折込文書については、広報手段の一元化や経費節減や、

自治会長等と職員の労力の縮減化にも配慮してください。

④ 食糧費については、インスタント製品等の活用を図るとともに、会議時間の短縮

化に努め、飲食費の削減に努めてください。なお、昼食・飲料については、決して

華美なものとならないように留意し、常勤職員の食費については予算計上しない、

又は職員負担分を雑入として歳入に予算計上するようにしてください。

⑤ 被服費については、抜本的な必要性を検討した上で必要最小限に留めるようにし、

貸与基準等に基づく計画的な購入に基づいて予算計上するようにしてください。

(6) 役務費については、通信費等の抜本的な情報伝達手段のあり方を再検討するととも

に、電話・郵便料金等の割引制度をよく調査した上で、過去の実績等を基に予算計上

するようにしてください。
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(7) 委託料については、近年の職員採用・再任用状況、指定管理者制度の導入や行政改

革による事務効率化の進展等を鑑み、従来アウトソーシングしていたものについても、

なるべく市が直接執行するという視点の下で、予算計上してください。また、保守管

理委託等で専門業者に委託する必要がある場合にも、通年契約とスポット契約の長短

を視野に入れて予算計上してください。

(8) 工事請負費については、工法及びコスト縮減等についても検討し、限られた金額で

同等以上の事業量が確保できるように努めるとともに、発注時期についても十分配慮

しておいてください。また、公の施設等については、 近年の異常気象等による被害

も視野に入れつつ、適正な予算計上に努めください。

(9) 備品購入費については、既存資産の有効活用、その必要性をよく検討して最小限の

予算計上に留めるようにしてください。新規購入の場合には、保有状況等を勘案し、

ＯＡ機器等については総務課と協議してから予算計上するようにしてください。

(10) 使用料及び賃借料については、リース終期までの総額やリースアップ後の対応等

も検討し、レンタル等も踏まえて総合的な判断により予算計上するようにしてくださ

い。また、土地等の賃借料の更新等に当たっては、過去の単価決定の経緯、他の土地

等の単価比較等をした上で、再更新の必要性等も十分検討したうえで、適正な金額に

より予算計上するようにしてください。

(11) 負担金補助及び交付金については、「負担金」「補助金」「交付金」の区分を明確化

し、それぞれの性質ごとの意義を再点検した上で、過去の慣例のみにとらわれること

なく、公費支出の事業効果や有益性を再検討した上で予算計上するようにしてくださ

い。特に、補助金については、内部機関への補助は見直し、外部関係団体への補助に

ついては当該団体の意見をよく聞くなどして実情を正確に把握した上で、本市の政策

・方針等について充分な理解が得られるよう、適正な金額を予算計上するようにして

ください。特に、補助金受入団体が、更に補助金・交付金等を交付する場合のあり方

については、改めて検討してください。

［参考］ 「補助金」とは、国、地方公共団体等が特定の事務又は事業（産業の助成・社会福祉・公共事業等）を実施

する者に対して、当該事務又は事業を助長するために恩恵的に交付する給付金をいう。

「負担金」とは、国、地方公共団体等が自己の利害に関係のある事務又は事業に関して、自己の経費と

して負担すべきものとして交付する給付金をいう。

「交付金」とは、法令又は条例、規則等により、団体又は組合等に対して地方公共団体の事務を委託し

ている場合において当該事務処理の報償として支出する一方的な交付である。

「助成金」とは、特定の事業を特に助成する目的で交付する金銭であり、経費の性格としては補助金と同

様であるが、予算計上の経費の性格から特段の理由で助成することとされている。
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(12) 維持補修費については、緊急事態（事故等）が発生する前のリスク・マネージメ

ントを考慮し、補修費が恒常的に嵩むものについては、廃止・建替・大規模修繕等も

視野に、いわゆる「ライフ・サイクル・コスト（建築物の生涯コスト）の縮減」を図

るための計画的な施設管理を視野に、過去の実績等を勘案して予算計上してください。

４ 特別会計に関する事項

特別会計については、一般会計に準じつつ、適正な受益者負担の原則に基づく経費

の負担区分と独立採算制（繰出金等）を念頭に、長期的な展望のもとで収支の均衡を

図るように努め、安易に一般会計からの繰出しに依存することのないよう健全経営の

確立に努めるようにしてください。

① 国民健康保険特別会計においては、国の定率負担の変更と都道府県調整交付金の割

合の引上げを踏まえた予算計上とし、持続可能な医療保険制度を構築するための国民

健康保険法等の一部を改正する法律（平成27年法律第31号）により、平成30年度

からは「都道府県が財政運営の責任主体」となることを視野に入れた適正な予算計上

に努めてください。

② 公共下水道特別会計においては、加入率向上の促進対策等もよく検討した上での予

算編成としてください。また、公共下水道工事については、上水道の仮設管・本管及

び下水道管並びに舗装復旧工事についての発注方法についてもよく検討してくださ

い。

５ 公営企業会計に関する事項

公営企業会計については、経費負担の適正化（道路舗装による補償金等）に注意し、

独立採算性の原則に照らし、企業的性格を十分に発揮して一層の業務合理化及び効率

化に徹して経営健全化に努めるとともに、上水道におけるＢＣＰ（事業継続計画）を

含めた中長期的なライフ・ラインの確保に最善を尽くした予算を目指してください。

なお、平成２６年度予算から適用となった「会計基準の見直し」についても、改めて

見直しつつ、内部留保資金の計画的な活用に検討してください。
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６ 予算見積書等の提出に関する事項

(1) 提出先・提出期限

① 事務査定日程調整表（様式⑥）

平成２７年１０月１６日（金） 午後３時までに企画財政課へ

② 日日雇用職員に係る賃金の総務課との協議書等（様式⑤）

平成２７年１０月３０日（金） 午後３時までに総務課へ

※ 総務課からは、企画財政課査定日の前日までに提出元課へ返却されますので、

総務課の所見記述済みのものを査定日までに、企画財政課へ提出してください。

③ 予算要求の特筆調書（様式①）、上記以外の予算見積書、各種様式等

平成２７年１１月５日（木） 午後３時までに企画財政課へ

※ 予算積算上の業者見積書等について、山県市契約規則（平成15年山県市規則第

44号）第24条に規定する「随意契約による少額の契約」の見積書等の提出は原

則として求めず、事務査定段階で必要に応じて提出依頼をしますので、労力と経

費節減のため、それまでは余分なものを用意しないようにしてください。

(2) 提出書類等

書 類 名 規 格 部 数 備 考

Ａ 予 算 要 求 の 特 筆 調 書 Ａ ４ ５ 様式①

Ｂ 総合行政情報システム出力による歳出予算見積書① Ａ ４ ５ 山県市予算の編成及び執

Ｃ 総合行政情報システム出力による歳出予算見積書② Ａ ４ ５ 行に関する規則（平成15

Ｄ 総合行政情報システム出力による歳入予算見積書 Ａ ４ ５ 年山県市規則第３６号）

Ｅ 継続費見積書、繰越明許費見積書、債務負担行為見積書 Ａ ４ ５ 第４条に定める様式

Ｆ 公 共 施 設 実 態 調 書 Ａ ４ ５ 様式②

Ｇ 補助事業等により併合支出を想定する経費一覧表 Ａ ４ ５ 様式③

Ｈ 補助金・負担金（助成金）・交付金に関する調書 Ａ ４ ５ 様式④－１～３

Ｉ 日日雇用職員に係る賃金の総務課との協議書 Ａ ４ ５ 様式⑤

Ｊ 事 務 査 定 日 程 調 整 表 Ａ ４ １ 様式⑥

Ｋ 事 業 別 予 算 要 求 額 調 書 （経常経費） Ａ ４ ５ 様式⑦

Ｌ その他参考書類（図面・写真・仕様書等） Ａ ４ ５ なるべくA4規格で

注）市長・副市長査定のために、改めて追加資料の提出を求める場合があります。また、市長査定等

の際に同席を求めることがあります。その際には御協力いただくとともに、市長・副市長査定実施日

（別途通知）には、連絡が取れるようにしておいてください。
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(3) 提出方法等

① 共通事項 課等単位で提出してください。

② Aについて 各項目ごとに箇条書き等を活用して簡潔に記入の上、右上に課長等の

印を押して提出してください。

③ Ｂについて 右下の「備考」欄に積算担当者が押印の上、提出してください。また、

総合計画に対する位置付けをも記入してください。

④ Ｃ・Dについて 不要な「行」や「文字」を削除するなど、なるべく行間を詰める

とともに、帳票処理実行（帳票印刷）の際には、Ｃ（歳出）は「１：事業」を指定

して「事業ごとの改ページ」とし、Ｄ（歳入）は空白のままで「改ページなし」と

してください。また、Ｃ・Ｄともに「本年度要求有りのみ」を選択してください。

※ Ｂ・Ｃ・Ｄについては、平成27年度データが複写により残っていますので、これを適宜修正するなどし

て活用するとともに不要な文字等は消除してください。また、事業ごとにＢ・Ｃを一括り（ターンクリップ・ホ

ッチキス留め等）として提出してください。

⑤ Ｅについて 様式は、山県市例規集等を活用して作成してください。

⑥ Ｆについて 経理簿等の前年度資料等により各施設管理経費を記入してください。

⑦ Ｇについて 総務課において一括支払いしている電気料金や電話料金、郵便料金や複写

機使用料、消耗品費等を補助事業等の対象経費とする場合で、予算執行時に「併合支出」

による執行を想定している経費について記入してください。

⑧ Ｈについて 予算額50万円以上の負担金、補助金（助成金）、交付金別に、それぞれ

の様式ごとに記入してください。

⑨ Ｉについて 10月30日（金）までに、総務課へ提出してください。提出課の査定日の

前日までには総務課がチェックし、所見を加えて提出元課へ返却しますので、当該課は

これを５部複写して、速やかに企画財政課へ提出してください。

⑩ Ｊについて 査定の「希望日」でなく「実施不可日」を把握するためのものです。実施

日は、提出期限後になるべく早い時期にデスクネッツにてお知らせする予定です。

⑪ Ｋについて 平成２８年度の新規様式であり、全ての経常経費（常勤職員・議員報酬等

を除く。）について、事業ごとに記入してください。

⑫ Ｌについて 査定で一課に費やせる時間には限りがありますので、効率的な査定を行う

ため、ⅰ改修工事における現状写真、ⅱ備品・被服等の購入におけるカタログ又は写真、

ⅲ備品購入・委託・工事の設計書又は見積書（原則として２社以上）、ⅳ制度改正等を伴

うものについては内容が分かる資料、ⅴその他用意しておいた方が効率が良いと思われ

るものを各課等の判断により提出し、又は持参してください。
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７ 予算査定に関する事項

前年度以前と同様、本格的なトップ査定に先駆け、「新規事業・廃止事業・改革事業」

等のうち、企画財政課長が必要と認めるものについては、前年度に引き続き、本年末

（企画財政課長査定終了後）に「市長・副市長プレ査定」を実施します。

(１) 事務査定の概要

① 事務査定は、まず、企画財政課財政担当主幹が経常的経費等についての査定・ヒ

アリングを実施します。その後、そこで留保したものや臨時的経費等について、企画

財政課長が責任者となって査定・ヒアリングを実施します。具体的には、前半が企画

財政課財政担当主幹の査定、後半が企画財政課長査定というイメージです。

② 事務査定の方法は、各事業ごとに、ｉ予算主管課による特段の説明、ⅱ企画財政

課による質疑、予算額決定又は保留の決定の順に行う予定です。

③ 「事業ごとに前年度当初予算額と同額以内（一般財源ベース）」の対象事業におい

て、この原則が守られていないものについては、具体的な説明（他事業への転換等）

を簡潔かつ明確にしてください。決算乖離額が縮小してきているものの、前年度に

引き続き決算不用額の縮小を目指す予定です。

④ 全般的に、限られた期間の中で、「短時間のうちに有意義な査定」を目指していま

すので、バックデータ（過去の実績、他市町村での実例、写真・図面等）を取り揃

えておくとともに、有意義で建設的な討議ができるよう内部論議（代替手法、将来

の展望、現状の問題点・緊急性等）や関係部局との調整等を充分に詰めておいてく

ださい。また、国の制度改正などについては、単に資料の提出によることなく、要

点を簡易で分かり易い説明となるよう努めてください。

⑤ 時間的な余裕は無いことから、検討不十分で説明もできない状況にあると判断し

た場合には、査定を直ちに打ち切り、後日改めて査定し直すことがありますので、

あらかじめ御了知置き願います。

⑥ 事務査定には、査定への参加者は必ずしも役職のみに拘ることなく、効率的な査

定を実施するため、実態をよく掌握している職員を参加させるほか、『人材育成』に

も主眼を置いて若手職員等も積極的に参加させるように配慮してください。
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(２) 市長等査定の概要

① 前述の「市長・副市長のプレ査定」の趣旨は、年明けの本査定をスムーズに実施

するためのものですので、予算額を決定するというよりも、本査定に向けて下準備

をしておくためのものですので、ここで指示があった件については、年明けの本査

定までに再検討等しておいていただくことになります。

② 市長・副市長査定では、「予算全体のフレーム」と「企画財政課長が保留の決定を

したもの」を主体として、「最終的な総額査定」を実施するものです。「市長・副市

長査定」及び「市長・副市長のプレ査定」は、基本的には企画財政課の説明により

実施します。ただし、必要に応じて同席を求める場合がありますので、当日は連絡

が取れる体制で、待機願います。

(３) 今後の日程（予定）

① 企画財政課長査定 → １１月１０日頃～１２月中旬

② 市長・副市長プレ査定 → １２月下旬

③ 企画財政課長査定調整 → 翌年１月上旬

④ 市長・副市長査定 → 翌年１月中旬

⑤ 予 算 内 示 → 翌年１月下旬

⑥ 予算書・主要事業校正等 → 翌年２月上旬


